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【表紙】 

  

【発行登録追補書類番号】 7－関東 1－1 

【提出書類】 発行登録追補書類 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 2025年 10月 17日 

【会社名】 三菱ＨＣキャピタル株式会社 

【英訳名】 Mitsubishi HC Capital Inc. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 久井 大樹 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目 5番 1号 

【電話番号】 03(6865)3005 

【事務連絡者氏名】 理事 財務部長 阪井 剛 

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目 5番 1号 

【電話番号】 03(6865)3005 

【事務連絡者氏名】 理事 財務部長 阪井 剛 

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債 

【今回の募集金額】   

20,000百万円   

  

【発行登録書の内容】 

提出日 2025年 8月 27日 

効力発生日 2025年 9月 4日 

有効期限 2027年 9月 3日 

発行登録番号 7－関東 1 

発行予定額又は発行残高の上限（円） 発行予定額 600,000百万円 

【これまでの募集実績】 

（発行予定額を記載した場合） 

番号 提出年月日 募集金額（円） 減額による訂正年月日 減額金額（円） 

－ － － － － 

実績合計額（円） 
なし 

（なし） 
減額総額（円） なし 

 （注） 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）

に基づき算出しております。 

【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額）  600,000百万円 

（600,000百万円） 

（注） 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段 

（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づき算出

しております。 

（発行残高の上限を記載した場合） 

該当事項はありません。 

【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） －円 

  

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。  
  



【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町 2番 1号） 

三菱ＨＣキャピタル株式会社名古屋オフィス 

（名古屋市中区丸の内三丁目 22番 24号） 

三菱ＨＣキャピタル株式会社大阪オフィス 

（大阪市中央区伏見町四丁目 1番 1号） 

三菱ＨＣキャピタル株式会社大宮支店 

（さいたま市大宮区桜木町一丁目 11番地 3） 

三菱ＨＣキャピタル株式会社横浜支店 

（横浜市西区北幸一丁目 11番 5号） 
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第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 

１【新規発行社債（短期社債を除く。）】 

銘柄 三菱ＨＣキャピタル株式会社第 21 回無担保社債（社債間限定同順位特約付） 

記名・無記名の別 － 

券面総額又は振替社債の総額（円） 金 20,000,000,000 円 

各社債の金額（円） 100 万円 

発行価額の総額（円） 金 20,000,000,000 円 

発行価格（円） 額面 100 円につき金 100 円 

利率（％） 年 1.571％ 

利払日 毎年 4月 30 日および 10 月 30 日 

利息支払の方法 １．利息支払の方法および期限 

（1）本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日（以下「償還期

日」という。）までこれをつけ、2026 年 4 月 30 日を第 1回の支払期日とし

てその日までの分を支払い、その後毎年 4月 30 日および 10 月 30 日の 2回

に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を

計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。 

（2）利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日

にこれを繰り上げる。 

（3）償還期日後は本社債には利息をつけない。ただし、償還期日までに社債管理

者に対して本社債の元利金支払資金の預託（以下「資金預託」という。）が

なされなかった場合には、当該未償還元金について、償還期日の翌日から、

現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から 5銀

行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利

率による遅延損害金をつける。 

（4）本社債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかった場合には、当該未

払利息について、支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金

預託がなされた旨を公告した日から 5銀行営業日を経過した日のいずれか早

い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。 

２．利息の支払場所 

別記（（注）第 12 項「元利金の支払」）記載のとおり。 

償還期限 2030 年 10 月 30 日 

償還の方法 １．償還金額 

額面 100 円につき金 100 円 

２．償還の方法および期限 

（1）本社債の元金は、2030 年 10 月 30 日にその総額を償還する。 

（2）償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰

り上げる。 

（3）本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができ

る。 

３．償還元金の支払場所 

別記（（注）第 12 項「元利金の支払」）記載のとおり。 

募集の方法 一般募集 

申込証拠金（円） 額面 100 円につき金 100 円とし、払込期日に払込金に振替充当する。 

申込証拠金には利息をつけない。 
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申込期間 2025 年 10 月 20 日から 2025 年 10 月 29 日まで 

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 

払込期日 2025 年 10 月 30 日 

振替機関 株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋兜町 7番 1号 

担保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保され

ている資産はない。 

財務上の特約（担保提供制限） １．担保提供制限 

（1）当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既

に発行した、または国内で今後発行する他の社債のために担保付社債信託法

にもとづき担保権を設定する場合は、同法にもとづき、本社債のために同順

位の担保権を設定しなければならない。 

（2）前号にもとづき設定した担保権が本社債を担保するに十分でないときは、当

社は本社債のために担保付社債信託法にもとづき社債管理者が適当と認める

担保権を設定するものとする。 

２．担保権設定の手続 

当社が前項または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第 1項により本社債

のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手  続

を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第 41 条第 4項の規定に準じて公

告するものとする。 

３．担保提供制限にかかる特約の解除 

当社が本欄第 1項もしくは別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第 1項に

より本社債のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定した場合、ま

たは別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第 2項により本社債のために留

保資産の提供を行った場合であって、社債管理者が承認したときは、以後本

欄第 1項および別記（注）第 5項「社債管理者に対する通知」第(2)号は適用

しない。 

財務上の特約（その他の条項） １．担保付社債への切換 

当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために社債管理者が適当

と認める担保権を、担保付社債信託法にもとづき設定することができる。 

２．特定資産の留保 

（1）当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも当社の所有する特定の資産（以

下「留保資産」という。）を本社債以外の債務の担保に供しない旨を約する

ことができる。この場合、当社は社債管理者との間にその旨の特約を締結す

るものとする。 

（2）前号の場合、当社は社債管理者と次の①ないし⑥についても特約するものと

する。 

①当社は、留保資産のうえに、本社債の社債権者の利益を害すべき抵当権、質

権その他の権利もしくはその設定の予約、または本社債の担保とすることを妨

げる約束が一切存在しないことを保証すること。 

②当社は、社債管理者の事前の書面による承諾なく、留保資産を他に譲渡また

は貸与しないこと。 

③当社は、原因のいかんにかかわらず、留保資産を害するおそれのある場合

は、ただちに書面をもって社債管理者に通知し、その指示にしたがうこと。 

④当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したときは、社

債管理者の指定する資産をただちに留保資産に追加すること。 
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⑤当社は、本社債の未償還残高の減少またはやむを得ない事情がある場合は、

社債管理者の事前の書面による承諾を得て、留保資産の一部を留保資産から除

外し、または留保資産の一部もしくは全部を他の資産と交換することができる

こと。 

⑥当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したときは、た

だちに担保付社債信託法にもとづき、本社債の担保として当社の総財産のうち

社債管理者が指定する物件のうえに担保権を設定し、社債管理者は、本社債の

社債権者のためにこれを取得すること。 

（3）本項第 1号の場合、社債管理者は、社債権者保護のため本項第 1号の目的

を達成するために必要と認められる措置をとることを当社に請求することが

できる。 

（注）１．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付 

（1）株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。） 

本社債について、当社はＪＣＲからＡＡの信用格付を 2025 年 10 月 17 日付で取得している。 

ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって

示すものである。ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的

な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付

は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。 

ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程

度以外の事項は含まれない。 

ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変

動する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体および正

確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由

により誤りが存在する可能性がある。 

本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ

(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニ

ュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らか

の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。 

ＪＣＲ：電話番号 03-3544-7013 

（2）株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。） 

本社債について、当社はＲ＆ＩからＡＡの信用格付を 2025 年 10 月 17 日付で取得している。 

Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど

おりに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の

債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら

意見を表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事

実の表明ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見に

ついての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、い

かなる保証もしていない。Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講

じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判

断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、

信用格付を取り下げることがある。 

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得

ることが知られている。 

本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ

（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下

の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障

害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお

り。 

Ｒ＆Ｉ:電話番号 03-6273-7471 
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２．期限の利益喪失に関する特約 

（1）当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債の総額についてただちに期限の利益を

喪失する。ただし、当社が、本社債のために、担保付社債信託法にもとづき社債管理者が適当と認める

担保権を設定した場合であって、社債管理者が承認したときは、本号②は適用しない。 

①当社が別記「利息支払の方法」欄第 1 項の規定に違背し、支払期日の翌日から 5 銀行営業日以内に当社

がその履行をしないとき。 

②当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第 1項の規定に違背したとき。 

③当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第2項、本（注）第4項、本（注）第5項、本（注)第

6項第（2）号および本（注）第 9項の規定または条件に違背し、社債管理者の指定する期間内にその履

行または補正をしないとき。 

④当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または期限

が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が 10 億

円を超えない場合は、この限りではない。 

⑤当社以外の者の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発

生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該保証債務の合計額（邦貨換

算後）が 10 億円を超えない場合は、この限りではない。 

⑥当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散（合併の場

合を除く。）の決議をしたとき。 

⑦当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令

を受けたとき。 

⑧当社の事業経営に不可欠な財産に対し強制執行、仮差押えもしくは仮処分の執行もしくは競売の申立が

あったとき、もしくは滞納処分としての差押えがあったとき、またはその他の事由により当社の信用を

著しく害する事実が生じ、かつ、社債管理者が本社債の社債権者の権利保全上、本社債の存続を不適当

であると認めたとき。 

（2）本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公告する。 

３．社債等振替法の適用 

本社債は社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の適用を受けるも

のとし、社債等振替法第 67 条第 1 項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。ただし、社債等振

替法第 67 条第 2 項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この

場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利

札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割

または併合は行わない。 

４．社債管理者に対する定期報告 

（1）当社は、平常社債管理者にその事業の概況を報告し、毎事業年度の決算および剰余金の処分（会社法第

454 条第 5 項に定める中間配当を含む。）については、社債管理者にこれを通知するものとする。当社

が、会社法第 441 条第 1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合もまた同様とする。 

（2）当社は、金融商品取引法にもとづき有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書または訂正報告書および

その添付書類を関東財務局長に提出した場合には、社債管理者に遅滞なく通知する。ただし、社債管理

者がそれらの写の提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写を提出する。なお、本社債

発行後に金融商品取引法（関連法令を含む。以下同じ。）の改正が行われた場合には、当社は、改正後

の金融商品取引法にしたがって提出手続を行い、社債管理者に遅滞なく通知するものとする。 

５．社債管理者に対する通知 

（1）本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときおよび変更が生じたときは、当社は遅滞なく社

債原簿にその旨を記載し、代表者の記名捺印した書面をもって社債管理者に通知しなければならない。 

（2）当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債のため

に担保提供しようとする場合は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、債務の内容および担

保物その他必要な事項を社債管理者に通知しなければならない。 

（3）当社は、次の各場合にはあらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。 

①当社の事業経営に不可欠な財産を譲渡し、または貸与しようとするとき。 

②事業の全部または重要な部分を変更し、休止もしくは廃止しようとするとき。 

③資本金または資本準備金もしくは利益準備金の額を減少しようとするとき。 
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④組織変更、合併または会社分割をしようとするとき 

６．社債管理者の調査権限 

（1）社債管理者は、本社債の管理委託契約の定めるところにしたがい、その権限を行使し、または義務を履

行するために必要であると認めたときは、当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の事業、

経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。 

（2）本（注）第 6 項第（1）号の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社

の調査を行うときは、当社は、これに協力するものとする。 

７．債権者の異議手続における社債管理者の権限 

社債管理者は、会社法第 740 条第 2項本文の規定にかかわらず、同条第 1項に定める異議の申立に関し、社

債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。 

８．社債管理者の辞任 

社債管理者は、本社債の社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合（利益が相反するおそれがあ

る場合を含む。）、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任するこ

とができる。 

９．公告の方法 

本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定

の電子公告によりこれを行う。ただし、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、電子公告

に加えて東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。なお、電子公告による

ことができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都

および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、こ

れを省略することができる。また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、社債管

理者が社債権者のために必要と認める場合には、東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にも

これを掲載する。 

10．社債権者集会 

（1）本社債の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の 3 週

間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第 719 条各号所定の事項を公告する。 

（2）本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。 

（3）本社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。）

の 10 分の 1 以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第 86 条に定める書

面（本（注）第 3 項ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券）を社債管理者

に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管

理者に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。 

（4）本社債および本社債と同一の種類（会社法第 681 条第 1 号に定める種類をいう。）の社債の社債権者集

会は、一つの社債権者集会として開催される。前 3 号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。 

11．発行代理人および支払代理人 

別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理

人業務は、社債管理者がこれを取り扱う。 

12．元利金の支払 

本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その

他の規則にしたがって支払われる。 
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２【社債の引受け及び社債管理の委託】 

（１）【社債の引受け】 

引受人の氏名又は名称 住所 
引受金額 

（百万円） 
引受けの条件 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券株式会社 
東京都千代田区大手町一丁目 9番 2号 14,000 

（1）引受人は、本社債

の全額につき、共

同して買取引受を

行う。 

（2）本社債の引受手

数料は、額面 100

円につき金 45 銭

とする。 

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 9番 1号 2,000 

東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番 1号 1,500 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 13 番 1 号 1,000 

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 5番 1号 500 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目 3番 1号 500 

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁目 2番 1号 500 

計 － 20,000 － 

（注）１．本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令（以下「金商業等府令」という。）第 153 条第 1項第 4号

ハに掲げる社債券に該当し、当社は金商業等府令第 147 条第 3号に規定する本社債の主幹事会社である

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当いたします。当社は株式会社三菱ＵＦ

Ｊフィナンシャル・グループの持分法適用会社であり、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

は株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの連結子会社であります。当社は、本社債の発行価格

および利率（以下「発行価格等」という。）の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等

は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第 25 条の 2に規定されるプレ・マー

ケティングの方式により決定いたしました。 

２．引受人のうち三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金

融機関に、本社債の募集の取扱いを一部委託する予定であります。 

金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称：株式会社三菱ＵＦＪ銀行 

住所：東京都千代田区丸の内一丁目 4番 5号 

金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

住所：東京都千代田区丸の内一丁目 4番 5号 

金融商品仲介業務を行う登録金融機関は、当該引受人の委託を受け、本社債の募集の取扱いを行います

が、店舗によっては、募集の取扱いが行われない場合があります。 

  

（２）【社債管理の委託】 

社債管理者の名称 住所 委託の条件 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内一丁目 4番 5号 

（1）社債管理者は、本社債の管理を受託

する。 

（2）本社債の管理手数料については、

社債管理者に、期中において年間

額面 100 円につき金 1銭を支払う

こととしている。 

  

３【新規発行による手取金の使途】 

（１）【新規発行による手取金の額】 

払込金額の総額（百万円） 発行諸費用の概算額（百万円） 差引手取概算額（百万円） 

20,000 102 19,898 

  

（２）【手取金の使途】 

 差引手取概算額 19,898 百万円は、2025 年 12 月末までに、全額を社債（短期社債含む）償還資金に充

当する予定であります。 
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第２【売出要項】 

 該当事項はありません。 

  

第３【第三者割当の場合の特記事項】 

 該当事項はありません。 

  

 

  

  

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】 

 該当事項はありません。 

  

  

─ 7 ─



第三部【参照情報】 

第１【参照書類】 

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第 5条第 1項第 2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類

を参照すること。 

  

１【有価証券報告書及びその添付書類】 

 事業年度 第 54 期（自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日） 2025 年 6 月 25 日 関東財務局長に提出 

  

２【臨時報告書】 

 1 の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2025 年 10 月 17 日）までに、金融商品取引法第 24

条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2項第 9号の 2の規定に基づく臨時報告書を

2025 年 6 月 30 日に関東財務局長に提出 

  

第２【参照書類の補完情報】 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告

書の提出日以降、本発行登録追補書類提出日（2025 年 10 月 17 日）までの間において生じた変更その他の事由は

ありません。 

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提

出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。 

なお、これら将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在において入手可能な情報に基づき判断した

ものであります。これらの記載は、実際の結果とは異なる可能性があり、当社はこれらの記載のうち、いかなる

内容についても、確実性を保証するものではありません。 

  

第３【参照書類を縦覧に供している場所】 

三菱ＨＣキャピタル株式会社 本店 

（東京都千代田区丸の内一丁目 5番 1号） 

三菱ＨＣキャピタル株式会社名古屋オフィス 

（名古屋市中区丸の内三丁目 22 番 24 号） 

三菱ＨＣキャピタル株式会社大阪オフィス 

（大阪市中央区伏見町四丁目 1番 1号） 

三菱ＨＣキャピタル株式会社大宮支店 

（さいたま市大宮区桜木町一丁目 11 番地 3） 

三菱ＨＣキャピタル株式会社横浜支店 

（横浜市西区北幸一丁目 11 番 5 号） 

株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町 2番 1号） 

  

第四部【保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 
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「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面

会社名 三菱ＨＣキャピタル株式会社

代表者の役職氏名 代表取締役　社長執行役員　久井　大樹

１　当社は1年間継続して有価証券報告書を提出しております。

２　当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。

３　当社の発行済株券は、3年平均上場時価総額が250億円以上であります。

1,538,986百万円

（参考）

（2023年7月31日の上場時価総額）

東京証券取引所に
おける最終価格

発行済株式総数

939.9円 × 1,466,912,244株 ＝ 1,378,750百万円

（2024年7月31日の上場時価総額）

東京証券取引所に
おける最終価格

発行済株式総数

1,090.5円 × 1,466,912,244株 ＝ 1,599,667百万円

（2025年7月31日の上場時価総額）

東京証券取引所に
おける最終価格

発行済株式総数

1,117.0円 × 1,466,912,244株 ＝ 1,638,540百万円
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事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 

 

１．事業内容の概要 

当社グループは、当社、子会社 443 社および関連会社 83 社で構成（2025 年 3 月 31 日現在）されており、当社グルー

プの主な事業内容は以下のとおりです。 

 

報告セグメント 主な事業内容 

カスタマーソリューション 

法人・官公庁向けファイナンスソリューション事業、 

省エネソリューション事業、ベンダーと提携した販売金融事業、 

不動産リース事業、金融サービス事業 

海外地域 
欧州・米州・中国・ASEAN 地域におけるファイナンスソリューション事業、 

ベンダーと提携した販売金融事業 

環境エネルギー 再生可能エネルギー事業、環境関連ファイナンスソリューション事業 

航空 航空機リース事業、航空機エンジンリース事業 

ロジスティクス 海上コンテナリース事業、鉄道貨車リース事業 

不動産 
不動産ファイナンス事業、不動産投資事業、 

不動産アセットマネジメント事業 

モビリティ オートリース事業および付帯サービス 
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２．主要な経営指標等の推移 

（１）連結経営指標等 

回次 第 50 期 第 51 期 第 52 期 第 53 期 第 54 期 

決算年月 2021 年 3 月 2022 年 3 月 2023 年 3 月 2024 年 3 月 2025 年 3 月 

売上高 （百万円） 947,658  1,765,559  1,896,231  1,950,583 2,090,808 

経常利益 （百万円） 64,968  117,239  146,076  151,633 193,594 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
（百万円） 55,314  99,401  116,241  123,842 135,165 

包括利益 （百万円） 53,066  174,586  265,136  220,222 160,575 

純資産額 （百万円） 817,906  1,333,467  1,551,029  1,705,345 1,804,523 

総資産額 （百万円） 6,014,896  10,328,872  10,726,196  11,149,858 11,762,332 

1 株当たり純資産額 （円） 901.66  912.19  1,064.46  1,174.88 1,246.64 

1 株当たり当期純利益 （円） 62.07  69.24  80.95  86.30 94.19 

潜在株式調整後 1 株当たり 

当期純利益 
（円） 61.84  69.06  80.71  86.06 93.98 

自己資本比率 （％） 13.4  12.7  14.3  15.1 15.2 

自己資本利益率 （％） 7.0  8.0  8.2  7.7 7.8 

株価収益率 （倍） 10.8  8.2  8.4  12.4 10.7 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） 199,314  195,845  46,752  △49,128 △296,884 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） 1,220  △107,879 △127,322 143,336 △96,977 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △372,808 △192,157 △8,948 △222,977 353,628 

現金及び現金同等物の 

期末残高 
（百万円） 286,213  520,083  460,486  335,307 290,805 

従業員数 
（人） 

3,284  8,803  8,648  8,424 8,380 

（外、平均臨時雇用者数） (372) (1,569) (1,462) (1,383) (1,336) 

（注）1． 第 51 期より、「リース取引における再リース収入の計上に係る処理方法」、「リース取引のうち金融として取扱

う取引の処理方法」、「繰延資産（社債発行費）の処理方法」について会計方針を変更したため、第 50 期につい

ても当該会計方針の変更を反映した遡及適用後の数値を記載しています。 

2． 第 53 期より、業績連動型株式報酬制度を導入しています。業績連動型株式報酬制度として信託が保有する当社株

式を、1 株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めています。また、1 株当

たり当期純利益および潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する

自己株式数に含めています。 
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（２）提出会社の経営指標等 

回次 第 50 期 第 51 期 第 52 期 第 53 期 第 54 期 

決算年月 2021 年 3 月 2022 年 3 月 2023 年 3 月 2024 年 3 月 2025 年 3 月 

売上高 （百万円） 492,019  838,475  764,506  755,707 734,545 

経常利益 （百万円） 61,392  34,008  79,910  73,293 59,934 

当期純利益 （百万円） 63,399  51,584  82,204  82,798 47,493 

資本金 （百万円） 33,196  33,196  33,196  33,196 33,196 

発行済株式総数 （株） 895,834,160  1,466,912,244  1,466,912,244  1,466,912,244 1,466,912,244 

純資産額 （百万円） 557,554  880,601  881,212  851,108 861,780 

総資産額 （百万円） 4,181,294  5,700,025  5,317,966  4,963,571 4,989,602 

1 株当たり純資産額 （円） 623.69  612.00  612.09  592.04 599.36 

1 株当たり配当額 
（円） 

25.50  28.00  33.00  37.00 40.00 

（内 1 株当たり中間配当額） (12.75) (13.00) (15.00) (18.00) (20.00) 

1 株当たり当期純利益 （円） 71.14  35.93  57.24  57.70 33.10 

潜在株式調整後 1 株当たり 

当期純利益 
（円） 70.87  35.84  57.08  57.54 33.02 

自己資本比率 （％） 13.3  15.4  16.5  17.1 17.2 

自己資本利益率 （％） 11.9  5.7  9.4  9.6 5.6 

株価収益率 （倍） 9.4  15.9  11.9  18.5 30.4 

配当性向 （％） 35.8  77.9  57.7  64.1 120.8 

従業員数 
（人） 

1,412  2,235  2,182  2,140 2,102 

（外、平均臨時雇用者数） (112) (289) (282) (283) (256) 

株主総利回り （％） 130.4  117.2  144.8  224.3 220.1 

（比較指標：配当込み TOPIX） （％） (142.1) (145.0) (153.4) (216.8) (213.4) 

最高株価 （円） 699.0 670.0 747.0 1,095.5 1,102.0 

最低株価 （円） 437.0 521.0 558.0 675.0 854.0 

（注）1． 最高株価および最低株価は、2022 年 4 月 3 日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022 年 4 月

4 日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものです。 

2． 第 51 期より、「リース取引における再リース収入の計上に係る処理方法」、「リース取引のうち金融として取扱

う取引の処理方法」、「繰延資産（社債発行費）の処理方法」について会計方針を変更したため、第 50 期につい

ても当該会計方針の変更を反映した遡及適用後の数値を記載しています。 

3． 第 53 期より、業績連動型株式報酬制度を導入しています。業績連動型株式報酬制度として信託が保有する当社株

式を、1 株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めています。また、1 株当

たり当期純利益および潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する

自己株式数に含めています。 
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